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第３３回 遠賀町農業委員会総会議事録 

 
１．   日時   令和８年３月１０日（火）午前８時５３分～午前１０時４７分 

 

２．   場所   遠賀町中央公民館  ３階  会議室３  

 

３．   出席委員（１５名）  

     議  長 １番  三原  高志  

     副議 長 ２番  安  敏生  

     委 員 ３番  石井  佐千生  

委 員 ４番  林   長輝  

     委 員 ５番  原田  利春  

     委 員 ６番  加  陽一郎  

委 員 ７番  米田  かおる  

委   員  ８番  一田  孝雄  

 

委   員   １番  秦   公美  

委   員   ２番  白石  元弘  

委   員   ３番  白木  敏明  

委   員   ４番  松井   悟  

委   員   ５番  矢野  英昭  

委   員   ６番  吉田  茂三  

委   員   ７番  髙崎  洋介  

 

４．   ３月の農業相談委員           

４番  林   長輝  委員  

５番  原田  利春  委員  

 

５．   議事日程  

（１）付議案件  

①  農地法第３条の規定による許可申請について  

（●●●●） 

②  農地法第３条の規定による許可申請について  

（●●●●） 
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③  農地法第３条の規定による許可申請について  

（●●●●） 

④  農地法第３条の規定による許可申請について  

（●●●●●） 

⑤  農地法第５条の規定による許可申請について  

（●●●●株式会社  代表取締役  ●●●●） 

⑥  農地法第５条の規定による許可申請について  

（●●●●） 

⑦  農用地利用集積計画の承認について  

        

（２）報告案件  

         ①  農地法施行規則第２９条第１項の届け出について  

②  農地法第１８条第６項の規定による通知について         

        

（３）その他の案件  

①  令和８年度農業委員会日程および開催場所について  

②  潮抜きについて  

③  研修旅行について  

④  第３回の報酬について  

⑤  令和８年度農業委員会活動記録簿について  

 

６．   農業委員会事務局職員  

          事務局長        濱田  美孝  

        事務局職員    瓜生  哲朗  

事務局職員    藤本  慎央  

 

 

開  会     ８時   ５３分  

 

 

議長     皆様おはようございます。時間前ですが、皆さんお揃いですので

始めたいと思います。今各地区で次期の役員さんの選考等が進ん

で、一応出揃った状況になっております。また皆さんで判断して

いただく時が来ると思いますので、よろしくお願いします。  
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それでは本日の出席委員は農業委員８名中８名、推進委員７名  

中７名の出席となっております。  

農業委員の過半数の出席があり、総会が成立しています。  

よって、ただいまより第３３回遠賀町農業委員会総会を開会い

たします。  

                                                                                                           

議長     それでは次第の２、本日の農業相談員は４番林長輝委員、５番

原田利春委員が農業相談の当番ですが、相談の予約はありませ

ん。                                                                                                                                         

 

議長     次に本日の議案ですが、次第にありますように付議案件は農地

法第３条の規定による許可申請４件、農地法第５条の規定によ

る許可申請２件、農用地利用集積計画の承認について１件とな

っています。ご審議のほどよろしくお願いします。  

 

議長     なお、本日の総会の会議書記ですが、事務局職員の瓜生を指名

します。  

 

議長     では、現地調査を伴う案件について事務局より一括して説明を

お願いします。  

 

事務局    それでは議案書の１ページをお開きください。  

付議案件①農地法第３条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が木守にお住まいの●●●●さん、譲渡人が木守にお住

まいの●●●●さんです。  

申請地が３ページの字図にありますように大字木守字夫入道２

２７番２で、地目は田、面積は１１５㎡です。  

農地区域が農業振興地域外で、申請理由が農地集約のためとな

っております。譲受人の耕作面積は４４，９１９㎡で、今回の

申請は譲受人の農地集約のためであり、特段問題はないものと

思われます。  

 

続きまして、議案書の４ページをお開きください。  

付議案件②農地法第３条の規定による許可申請についてでござ

います。  
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譲受人が木守にお住まいの●●●●さんで、譲渡人が木守にお

住まいの●●●●さんです。  

申請地が６ページの字図にありますように大字木守字夫入道２

１８番２で、地目は田、面積は８９㎡です。  

農地区域が農業振興地域外で、申請理由が農地集約のためとな

っております。譲受人の耕作面積は１９６，３５０㎡で、今回

の申請は譲受人の農地集約のためであり、特段問題はないもの

と思われます。  

 

続きまして、議案書の７ページをお開きください。  

付議案件③農地法第３条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が芦屋町にお住まいの●●●●さん、譲渡人が東京都に

お住まいの●●●●●さんです。  

申請地が９ページの字図にありますように大字若松字芝原２５

３番  外１筆の計２筆で、地目はどちらも田、面積は合計５，

９６５㎡です。  

農地区域が農業振興地域内農用地で、申請理由が規模拡大のた

めとなっております。譲受人の耕作面積は１６，４９７㎡で、

今回の申請農地は現在利用権が設定されており、耕作者がいま

すが、その耕作者の息子さんが今回の譲受人であり、その規模

拡大のためであり、特段問題ないものと思われます。なお、現

在設定されている父親の利用権については解約手続き中です。  

 

続きまして議案書の１０ページをお開きください。  

付議案件④農地法第３条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が中間市にお住まいの●●●●●さん、譲渡人が岡垣町

にお住まいの●●●さんです。  

申請地が１４ページから１７ページの字図にありますように大

字老良字桶渕２５２番１  外３筆の計４筆で、地目は田と畑、

面積は合計１，２５１㎡です。  

農地区域が農業振興地域内非農用地で、申請理由が規模拡大の

ためとなっております。譲受人の耕作面積は２８５，４５２㎡

で、今回の申請農地は譲渡人は耕作しておらず、譲受人の規模

拡大のためであり、特段問題ないものと思われます。  
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続きまして議案書の１８ページをお開きください。  

付議案件⑤農地法第５条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が別府に事業所を置く●●●●株式会社  代表取締役  

●●●●さん、譲渡人が別府にお住まいの●●●さんです。  

申請地が２０ページの字図にありますように大字別府字松ヶ崎

３７２９番１  外２筆の計３筆で、地目は田、合計面積は９５

４㎡です。  

農地区域が農業振興地域外で、土地の用途区分は第一種住居地

域の第３種農地となっております。  

申請理由は建売住宅となっております。  

申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。営農の支障については、生産組合長さんの無条件承諾とな

っております。  

２１ページが事業計画書です。事業の種類は建設業で、申請者

の事業目的は建売住宅です。施工計画は令和８年３月から着工

し、令和９年３月に販売開始となる見込みです。  

２２ページが被害防除計画書です。雨水の排水は水路放流およ

び自然流下、汚水・生活雑排水は公共下水への接続となってお

ります。用地造成に伴う被害防除として「隣接地との境界にＣ

Ｐ型枠ブロック６段を設置」、近傍農地への被害防除措置とし

て「建物の高さを７ｍ程度までにする」となっています。  

２３ページが現況平面図です。北東側は申請者所有の宅地、北

西側は田、南西側は宅地、南東側は公衆用道路と接していま

す。  

２４ページが土地利用計画図及び排水計画図、縦横断図です。

申請地内は全体的に盛土を行い、ＣＰ型枠ブロック６段の擁壁

設置、側溝や溜枡の設置がされる計画です。また、申請地内に

住宅３棟を建設する計画です。  

雨水排水は自然流下および新設する側溝を介して水路放流、汚

水・生活雑排水は前面道路に既設の公共下水へ接続となってい

ます。なお、給水も前面道路に既設の上水管より引き込みを行

います。  

２５ページから３１ページが建物の平面図および立面図です。  

２５ページから２７ページが東側のＡ棟、２８ページから２９
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ページが真ん中に位置するＢ棟、３０ページから３１ページが

西側のＣ棟となっています。いずれも２階建ての住宅が建設さ

れる予定となっています。  

３２ページが関係者説明に関する調査票です。関係者には説明

を行い、無条件で了承を得ています。  

 

続きまして、議案書の３３ページをお開きください。  

付議案件⑥農地法第５条の規定による許可申請についてでござ

います。譲受人が蓮角にお住まいの●●●●さん、譲渡人が虫

生津にお住まいの●●●●さんです。  

申請地が３５ページの字図にありますように大字木守字井樋口

８３５番１で、地目は田、面積は１，５７４㎡です。  

農地区域が農業振興地域外で、土地の用途区分は第一種低層住

居専用地域の第３種農地となっております。  

申請理由は貸資材置場となっております。  

申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。営農の支障については、生産組合長さんの無条件承諾とな

っております。  

３６ページが事業計画書です。事業の種類は管工事業で、申請

者の事業目的は貸資材置場です。許可後は譲受人が木守に事業

所を置く株式会社●●●●●へ資材置場として貸す予定となっ

ております。施工計画は令和８年４月から着工し、令和８年１

０月に供用開始となっています。  

３７ページが被害防除計画書です。雨水の排水は水路放流およ

び自然流下、汚水・生活雑排水は該当なしとなっております。  

用地造成に伴う被害防除としては「隣接地との間に溝を設け

る」となっております。  

３８ページが現況平面図です。東、南、西側は田で、北側は公

衆用道路と接しています。  

３９ページが土地利用計画図及び排水計画図です。申請地内は

２５ cm ほど盛土を行い、雨水排水は水路放流および自然流下と

なっています。  

申請地内は砕石やクラッシャーランを９００㎥ほど置く予定と

なっています。  

４０ページが縦横断図です。土地利用計画図でも示したとお

り、２５ cm ほど盛土を行います。勾配は特にありませんが、北
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側に既設の側溝へ向かって排水されるよう、隣接地との間に溝

を設けます。  

４１ページから４２ページが関係者説明に関する調査票です。

関係者には説明を行い、無条件で了承を得ています。  

 

以上が現地調査を伴う案件の説明です。  

 

議長     それではこれより現地調査を行いますので、総会を暫時休憩し

ます。  

 

 

休  憩    ９時   １０分  

 

－   現地調査後   －  

 

再  開    １０時   ３０分  

 

 

議長     それでは再開します。  

付議案件①を議題に供します。  

地区担当の石井佐千生委員及び白木敏明委員から報告をお願い

します。  

 

農業委員   規模を拡大するということで特に問題ないと思われますので、ご 

（３番）   審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

推進委員   問題ないと思われますのでよろしくお願いいたします。  

（３番）    

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件①農地法第３条の規定による許可申請について、原案
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のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件①は承認されました。  

続きまして、付議案件②を議題に供します。  

      同じく地区担当の石井佐千生委員及び白木敏明委員から報告を

お願いします。  

 

農業委員   これも同じ人ですので問題は無いと思います。  

（３番）   ご審議よろしくお願いいたします。  

 

推進委員   問題ないと思われますので、ご審議よろしくお願いいたします。  

（３番）     

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件②農地法第３条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件②は承認されました。  

続きまして、付議案件③を議題に供します。  

      同じく地区担当の原田利春委員及び矢野英昭委員から報告をお

願いします。  

 

農業委員   問題ないと思われますので、審議のほどよろしくお願いいたしま 

（５番）   す。  

   

推進委員   問題ないと思いますので、皆様ご審議よろしくお願いします。  

（５番）    
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議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件③農地法第３条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件③は承認されました。  

続きまして、付議案件④を議題に供します。  

      地区担当の一田孝雄委員及び髙崎洋介委員から報告をお願いし

ます。  

 

農業委員   先日本人が来られて、相続の問題が片付いたということで申請す 

（８番）  ることになりました。特に問題はないと思われますので、ご審議

よろしくお願いいたします。  

 

推進委員   親族間の相続ということで問題は無いと思いますので、ご審議の 

（７番）   ほどよろしくお願いいたします。  

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件④農地法第３条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件④は承認されました。  
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続きまして、付議案件⑤を議題に供します。  

地区担当の加 陽一郎委員及び吉田茂三委員から報告をお願い  

します。  

 

農業委員   現地を見ていただいたとおり問題ないと思われますので、ご審議  

（６番）   よろしくお願いいたします。  

  

推進委員   現地で見られた通り周りはすべて宅地で、問題は無いと思われま 

（６番）   す。よろしくお願いいたします。  

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件⑤農地法第５条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件⑤は承認されました。  

続きまして、付議案件⑥を議題に供します。  

      地区担当の石井佐千生委員及び白木敏明委員から報告をお願い

します。  

 

農業委員   現地を見られて、資材置場ということで隣接地の方、生産組合長  

（３番）   も無条件承諾ということですので、問題ないと思います。       

ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

推進委員   問題ないと思いますので、審議のほどよろしくお願いします。  

（３番）     

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  
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【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件⑥農地法第５条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件⑥は承認されました。  

続きまして、付議案件⑦を議題に供します。  

事務局より説明をお願いします  

 

事務局    議案書の４３ページから４４ページをご覧ください。  

付議案件⑦農用地利用集積計画の承認についてでございます。  

全２０筆、面積は２４，９５１㎡です。  

農地利用円滑化事業および農地中間管理事業の更新、また、受け

手の変更等による利用集積計画となっております。  

 

議長     本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件⑦農用地利用集積計画の承認について、原案のとおり

承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件⑦は承認されました。  

 

議長     それでは報告案件について事務局より報告をお願いします。  

 

事務局    議案書の４５ページをお開きください。  

報告案件①農地法第１８条第６項の規定による通知についてで

ございます。利用権の合意解約ですが、解約１３筆、面積は１

４，３１８㎡となっております。  
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      解約後は、付議案件⑦農用地利用集積計画の承認についてでも

記載されているとおり、中間管理事業へ移行となっておりま

す。  

 

議長     報告案件について、質疑、意見がございますか。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですのでその他の案件について、事務局より説明をお

願いします。  

 

事務局    その他の案件①令和８年度農業委員会日程および開催場所につ

いて説明。  

その他の案件②潮抜きについて説明。  

その他の案件③研修旅行について説明  

その他の案件④第３回の報酬について説明。  

その他の案件⑤令和８年度農業委員会活動記録簿について説明。 

 

議長     終わりましたら研修旅行の出欠をとりますのでよろしくお願い

いたします。  

 

議長     それではその他の案件について何かございませんでしょうか。  

 

【ありません。】の声  

 

皆さんの方から他に何か意見などありませんか。  

 

【ありません。】の声  

 

無いようですので、以上をもって、第３３回遠賀町農業委員会

総会を閉会いたします。ありがとうございました。  

 

 

閉  会    １０時   ４７分  

 


